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大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第8号）による

修学支援の対象機関となる大学等（確認大学等）に係る確認の取消しについて

以下の大学等について、確誇大学等に係る確誇を取り消す。

この取消しの効力発生日は、令和7年3月31日とする。

（私立大学）

確惚大学等の名称

北洋大学

日本国際学園大学

文星芸術大学

愛国学園大学

東京福祉大学

川村学園女子大学

高岡法科大学

北陸学院大学

かなざわ食マネジメント専門職大学

佐久大学

東大阪大学

中子園大学

岡山学院大学

（私立短期大学）

確惚大学等の名称

光塩学園女子短期大学

拓殖大学北海道短期大学

秋田栄養短期大学

日本赤十字秋田短期大学

城西短期大学

愛国学園短期大学

大妻女子大学短期大学部

駒沢女子短期大学

星美学園短期大学

帝京大学短期大学

帝京短期大学

東京女子体育短期大学

貞静学園短期大学

横浜女子短期大学

上智大学短期大学部

信州豊南短期大学

高山自動車短期大学

名古屋文理大学短期大学部

愛知産業大学短期大学

鈴鹿大学短期大学部

滋賀文教短期大学

京都外国語短期大学

中子園短期大学

武庫）l|女子大学短期大学部

奈良佐保短期大学

徳島文理大学短期大学部

せとうち観光専門職短期大学

西南女学院大学短期大学部

福岡女子短期大学

福岡女学院大学短期大学部

南九州大学短期大学部

（私立高等専門学校）

確認大学等の名称

国際高等専門学校

確認大学等の所在地

北海道苫小牧市錦西IIIJ3丁目2番1号

茨城県つくば市吾妻3丁目1番地

栃木県宇都宮市上戸祭4丁目8番15号

千葉県四街道市四街道1532

群馬県伊勢崎市山.cEIIIJ2020番地1

千葉県我孫子市下ヶ戸1133番地

富山県高岡市戸出石代307番地3

石川県金沢市三小牛町イ11番地

石川県白山市横江町士地区画整理享業施行地区内8街区1番

長野県佐久市岩村田2384

大阪府東大阪市西堤学園IIIJ3-1-1

兵庫県宝塚市紀葉ガ丘10番1号

岡山県倉敷市有城787番地

確認大学等の所在地

北海道札幌市南区真駒内上IIIJ3丁目1番1号

北海道深川市メム4558

秋田県秋田市下北手桜字守沢46-1

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢17番地3

埼玉県坂戸市けやき台1-1

東京都江戸川区西小岩5-7-1

東京都千代田区三番IIIJ12番地

東京都稲城市坂浜238

東京都北区赤羽台四丁目2番14号

東京都八主子市大塚359

東京都渋谷区本町6丁目31番1号

東京都国立市富±見台4-30-1

東京都文京区小日向1-26-13

神奈川県横浜市港南区港南台4-4-5

神奈川県秦野市上大槻山三台999

長野県上伊那郡辰野町中山72番地

岐阜県高山市下林IIIJ1155

愛知県名古屋市西区笹塚町2丁目1番地

愛知県岡崎市岡町原山12-5

三重県鈴鹿市郡山町663番地222

滋賀県長浜市田村町335

京都府京都市右京区西院笠目IIIJ6番地

兵庫県西宮市瓦林町4-25

兵庫県西宮市池開IIIJ6番46号

奈良県奈良市鹿野園町806

徳島県徳島市山城町西浜傍示180番地

香川県高松市屋島西町2366-1

福岡県北九州市小倉北区井堀1丁目3番5号

福岡県太宰府市五条四丁目16番1号

福岡県福岡市南区日佐3-42-1

宮崎県宮崎市霧島5丁目1番地2

確認大学等の所在地

石川県金沢市久安2-270

設置者の名称

学校法人京都育英館

学校法人日本国際学園

学校法人宇都宮学園

学校法人愛国学園

学校法人茶屋四郎次郎記念学園

学校法人）II村学園

学校法人高岡第一学園

学校法人北陸学院

学校法人国際ビジネス学院

学校法人佐久学園

学校法人村上学園

学校法人中子園学院

学校法人原田学園

設置者の名称

学校法人光塩学園

学校法人拓殖大学

学校法人ノースアジア大学

学校法人日本赤十字学園

学校法人城西大学

学校法人愛国学園

学校法人大妻学院

学校法人駒澤学園

学校法人星美学園

学校法人帝京大学

学校法人沖永学園

学校法人藤村学園

学校法人貞静学園

学校法人白峰学園

学校法人上智学院

学校法人信州豊南学園

学校法人高山短期大学

学校法人滝）II学園

学校法人愛知産業大学

学校法人享栄学園

学校法人松翠学園

学校法人京都外国語大学

学校法人中子国学院

学校法人武庫）l|学院

学校法人佐保会学国

学校法人村崎学園

学校法人穴吹学国

学校法人西南女学院

学校法人九州学国

学校法人福岡女学院

学校法人南九州学国

設置者の名称

学校法人金沢工業大学

設置者の主たる事務所の所在地

京都府京都市中京区壬生東高田町1-21

茨城県つくば市吾妻3丁目1番地

栃木県宇都宮市上戸祭4丁目8番15号

東京都江戸川区西小岩5丁目7番1号

東京都豊島区東池袋四丁目23番1号

東京都豊島区目白2-22-3

富山県高岡市戸出石代307番地3

石川県金沢市三小牛町イ11番地

石川県白山市横江町士地区画整理享業施行地区内8街区1番

長野県佐久市岩村田2384

大阪府東大阪市西堤学園IIIJ3-1-1

兵庫県西宮市瓦林町4番25号

岡山県倉敷市有城787番地

設置者の主たる事務所の所在地

北海道札幌市中央区大通西14丁目1番地

東京都文京区」ヽ日向三丁目4番14号

秋田県秋田市下北手桜字守沢46-1

東京都港区乏大門1丁目1-3

東京都千代田区紀尾井町3-26

東京都江戸川区西小岩5丁目7番1号

東京都千代田区三番IIIJ12番地

東京都稲城市坂浜238

東京都北区赤羽台4丁目2番14号

東京都板橋区加賀2-11-1

東京都渋谷区本町6丁目31番1号

東京都国立市富±見台四丁目30番地の1

東京都文京区大塚1-2-10

神奈川県横浜市港南区港南台4-4-5

東京都千代田区紀尾井IIIJ7-1

長野県上伊那郡辰野町中山72番地

岐阜県高山市下林IIIJ1155

愛知県名古屋市西区笹塚町2丁目1番地

愛知県名古屋市中区橘2-6-15

三重県鈴鹿市郡山町663番地222

岐阜県羽島群岐南町竺宅1-130

京都府京都市右京区西院笠目IIIJ6番地

兵庫県西宮市瓦林町4番25号

兵庫県西宮市池開IIIJ137番地

奈良県奈良市鹿野園町806

徳島県徳島市寺島本町東1-8

香川県高松市錦町1-22-23

福岡県北九州市小倉北区井堀1丁目3番1号

福岡県太宰府市五条四丁目16番1号

福岡県福岡市南区日佐3-42-1

宮崎県宮崎市霧島5丁目1番地2

令和年月 日

文部科学省

根拠規定

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号
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根拠規定

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号
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法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号
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法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

設置者の主たる事務所の所在地 I 根拠規定
石川県野々市市扇が丘7-1 法第15条第1項第一号

※なお、本確語の取消しの際、高等教育の修学支援新制度の対象者として誌定された者が在学しているときは、当該者については、確誌の取消しの後においても新制度の支援を受けるこ

とができる。 （大学等における修学の支援に関する法律第16条、独寸行政法人日本学生支援機構法第17条の 2第 1項）



 

大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第8号）による

修学支援の対象機関となる大学等（確認大学等）に係る確認の取消しについて
（地方公共団体分）

以下の大学等について、確認大学等に係る確認を機関要件確認者（各地方公共団体）が取り消したものである。

この取消しの効力発生日は、令和 7年3月31日とする。

（私立専門学校）

確認大学等の名称 確誇大学等の所在地 設置者の名称

経専医療事務薬業専門学校 札幌市南区澄Jll3条6丁目4番3号 学校法人経専学園

経専北海道観光専門学校 札幌市南区澄！113条6丁目4番3号 学校法人経専学園

専修学校ロシア極東大菌館校 函館市元町14-1 学校法人函館国際学園

専門学校EIKAInternational College 茨城県古河市旭町2-11-6 学校法人盈科学園

専門学校二育学院カレッジ 千葉県夷隅郡大多喜町久我原1500 学校法人三育学院

」TBツーリズムビジネスカレッジ 東京都豊島区巣鴨3-2-12 学校法人国際文化アカデミー

東京聖栄大学附属調理師専門学校 東京都葛飾区西新小岩 1-7-5 学校法人東京聖栄大学

日本大学歯学部附属歯科技二専門学校 東京都千代田区神田駿河台 1-8-13 学校法人日本大学

華服飾専門学校 東京都台東区根岸 1-1-12 学校法人華学園

日本柔道整復専門学校 東京都渋谷区桜丘町20-1 学校法人花円学園

目白ファッション＆アートカレッジ 東京都新宿区下落合3-17-42 学校法人ミネルヴァ学園

読売理工医療福祉専門学校 東京都文京区小石Jlll-1-1 学校法人読売理工学院

佐渡保育専門学校 佐渡市吉井本郷519 社会福祉法人勇樹会

福井文化服装学院 福井県福井市木田3-1313 学校法人朝日学園

JI|口調理師専門学校 静岡県静岡市清水区追分2-6-4 学校法人川口学園

名古屋調理師専門学校 愛知県名古屋市瑞穂区新開町5-3 学校法人糸菊学園

東三河看護専門学校 愛知県豊橋市荊根井本町13 3の4 社会医療法人明陽会

理知の杜ビジネス専門学校 愛知県岡崎市康生通西2-20-2 学校法人理知の杜

マロニエファッションデザイン専門学校 大阪府大阪市北区天神橋7-7-4 学校法人マロニエ文化学園

日本メデイカル福社専門学校 大阪府大阪市東淀JII区大隅1-3-14 学校法人瓶井学園

創造社デザイン専門学校 大阪府大阪市西区江戸堀 lT目25番15号 学校法人創造社学園

専門学校神戸文化服装学院 神戸市中央区楠町七丁目 1番 1号 学校法人神戸文化服装学院

神戸ごども総合専門学院 神戸市北区山田町小部東山 56番2号 学校法人神戸ごども総合専門学院

神戸女子洋裁専門学校 神戸市長田区東尻池町二丁目 5番 19号 学校法人神戸女子洋裁専門学校

藤影きもの専門学校 奈良県奈良市西大寺新田町1-1 5 学校法人永井学圏

和歌山社会福祉専門学校 和歌山県有田郡広JII町下津木1105 学校法人きたば学園

山口県理容美容専門学校 山口県山口市小郡長谷一丁目5番30号 学校法人山口県理容美容学園

高知文化服装専門学校 高知県高知市上町：：：：丁目16-1 長崎麻

九州ビジネス専門学校 福岡県北九州市小倉北区大門二丁目 2番16号 学校法人愛和学圏

グローバルクリエイター専門学校 福岡県福岡市東区箱崎四丁目 8番 15号 学校法人愛和学園

専門学校画際貢献専門大学校 福岡県福面市南区塩原四丁目 17番7号 学校法人宮日学圏

専門学校湖東カレッジ唐人町校 熊本県熊本市中央区上鍛冶屋町8-2 学校法人湖東学園

設置者の主たる事務所の所在地

札幌市南区澄）114条4丁目1-1

札幌市南区澄1114条4丁目1-1

函館市元町14-1

茨城県古河市旭町2-11-6

千葉県夷隅郡大多喜町久我原1500

東京都豊島区巣鴨3-2-12

東京都莫飾区西新小岩1-4-6

東京都千代田区九段南4-8-24

東京都台東区根岸 1-1-12

東京都渋谷区桜丘町20 -1 

東京都新宿区下落合3-17-42

東京都文京区小石川 1-1 -1 

新潟市東区粟山706-1

〒918-8105福井県福井市木田3-1313

静岡県静岡市清水区追分2-6-4

愛知県名古屋市瑞穂区新開町5-3

愛知県豊橋市羽根井本町 13 4 

長野県松本市村井町南3-6-25

大阪府大阪市北区天神橋7-7-4

大阪府大阪市東淀）1|区大桐2丁目6番6号

大阪府大阪市西区江戸堀lT目25番15号

神戸市中央区楠町七丁目 1番 1号

神戸市北区山田町小部東山 56番2号

神戸市長田区東尻池町二丁目 5番 19号

奈良県奈良市西大寺新田IIIJ1番 15号

和歌山県有田郡広川町下津木1105

山口県山口市小郡長谷一丁目5番30号

高知県高知市上町：：：：丁目16-1

福岡県福岡市博多区博多駅前＝丁目 13番23号

福憫県福佃市博多区博多駅前＝丁巨 13番23号

福両県福岡市南区塩原四丁目 17番 17号

熊本県熊本市東区湖東1-12-26

令和 6年 8月 30日

根拠規定

法第15条第1項第一号
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法第15条第1項第一号
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法第15条第1項第一号
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法第15条第1項第一号
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法第15条第1項第一号
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法第15条第1項第一号
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法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

法第15条第1項第一号

※なお、本確忽の取消しの際、高等教育の修学支援新制度の対象者として9葱定された者が在学しているときは、当該者については、確認の取消しの後においても新制度の支援を受けることができる。 （大学等

における修学の支援に関する法律第16条、独立行政法人日本学生支援機構法第17条の2第 1項）


